
157 

 

 

第９章 醸成されるグローバル WiMAX 拡大基盤 

 

モバイル WiMAX がグローバル拡大の基盤を整えたきっかけは、固定型 WiMAX の商用化の柱であった

小規模 ISP ではなく、メジャーの固定・移動通信事業者が次々と採択を発表してから、可視化されている。

KTはモバイルWiMAXの常用サービスが可能であることを証明し、スプリント・ネクステルのモバイルWiMAX

の選択は、世界通信業界がモバイル WiMAX に注目するきっかけとなった。 

 

またBTの採用発表は、モバイル事業部門のない固定系事業者のベンチマーキングの事例となった。Clearwire

は固定と移動通信事業者の隙間で代替技術を活用した、ISP の差別化戦略を見せるだろうと期待されてい

る。 

 

（1） メジャー通信事業者の参入 

 

①移動通信事業者 

 

・スプリント・ネクステル 

米3位の移動通信キャリアのスプリント・ネクステルのモバイルWiMAXの採用発表は、次の3つの点で意

味がある。まず、メジャーキャリアが常用サービスの技術でモバイル WiMAX を選択した最初の事例というこ

とで意味がある。標準化とベンダーの技術開発に留まっていたモバイル WiMAX がキャリアの採用でグロー

バル拡大の支援団を得たわけで、特定地域の ISP を中心に DSL・ケーブルの代替技術に活用された段階

から発展して、移動通信市場で無線データサービスのメーンストリーム技術に活用されるきっかけとなった。 

 

2番目はスプリント・ネクステルの採用は世界の最大通信市場であるアメリカ市場でモバイルWiMAXが拡

大されるきっかけとなったという点である。スプリント Nextel に先駆けて WiBro サービスが常用化されたが、

WiBroは韓国が独自的に開発した技術をベースにしていたため、グローバル市場拡大の決定的なきっかけ

にはなれなかった。しかし、アメリカは違う。市場規模が大きく、インテルやモトローラなどのモバイル WiMAX

を実質的にリードしている企業がある。波及効果の側面で世界の通信業界がモバイルWiMAXに注目する

直接的なきっかけになったわけである。 

 

3 番目はスプリント・ネクステルが移動通信事業部門を有しているキャリアとして、果してモバイル WiMAX

でどんなビジネスモデルを披露するかも観戦ポイントである。当初、同社はモバイル WiMAX は 4G 技術で

あり、多様な端末とプラットホームを利用した「開放型ユビキタスビジネスモデル」を展開すると発表して注目

を集めた。しかし、今後は Rev.A のカバレッジを拡張した後、モバイル WiMAX 網構築の投資に踏み切り、

完全開放よりは漸進的な開放モデルを先に選択するとしている。 

第９章 醸成されるグローバル WiMAX 拡大基盤 



158 

WB マーケティングレポート Vol.２ モバイル WiMAX ベンダーの国際戦略と無線ブロードバンド市場拡大のシナリオ 

 

②固定通信業者 

 

・KT 

韓国の KT が 2006 年 6 月に開始した WiBro サービスは、世界初のモバイル WiMAX の常用サービスと

いう点で意味がある。WiBro が商用化されたことで、実際にモバイル WiMAX という技術を利用して、サービ

スが可能であることが証明された。WiBro サービスの常用化により、インテルをはじめ WiMAX フォーラムは

モバイル WiMAX の広報に WiBro を積極的に活用している 

 

二番目は世界初の商用化であるため、モバイル WiMAX 事業の問題点と限界、代案発掘の先行事例に

なるという点にある。KT の端末、マーケティング、コンテンツ、料金戦略などが海外の通信事業者の戦略の

方向性に参照となり、特に固定・移動通信インフラ整備で優れている先進市場では、モバイル WiMAX のビ

ジネスモデル発掘の先行事例となる。KT も、グループレベルでモバイル部門とのカニバリゼーションを考え

ざるを得なく、セルラーサービスと差別化できる多様なビジネスモデルを発掘しなければいけない状況に置

かれているためである。 

 

・BT 

イギリスの固定事業者の BT が、モバイル WiMAX で移動通信市場に再参入するという計画を公開的に

発表した。BTが移動通信市場に再参入することだけでもイシューであるが、GSMの本場であるヨーロッパで

モバイル WiMAX という代替技術を選択したことに業界の高い関心が寄せられた。認証設備がまだ正式に

発売されてない上に、アメリカのスプリント Nextel の以外には商用化しているメジャー通信事業者のない状

況で、BTが選択したことにより欧州のモバイルWiMAX拡大のきっかけになれるというのが最も重要な意味

である 

 

二番目では、BT が 2007 年に実施される周波数競売に参加して、2.5GHz ベースのモバイル WiMAX の

商用化に乗り出すと発表したことは、欧州における周波数開放に及ぶ影響力に注目する必要がある。欧州

でモバイル WiMAX が 3G と競争する上で最大の壁は周波数だ。ドイツとフランスなどの欧州主要国が W-

CDMAとHSDPAなどのセルラーサービスに割り当てられたsub-2.5GHzを開放しないようとする状況で、EU、

Ofcom、BT が協力した得られた 2.5GHz ベースのモバイル WiMAX の商用化は欧州の周波数開放政策に

大きな影響を及ぶと予想される。 

 

三番目は今後BTが見せてくれる革新的なビジネスモデルへの期待感である。BTはKTやスプリントNextel

とは異なり、移動通信事業部門がないため、カニバリゼーションに対する懸念がなく、モバイル WiMAX ベー

スの多様なビジネスモデルを試みることができる。モバイルWiMAX/セルラーが融合された3世代のFusion

やモバイル WiMAX ベースの IPTV サービスなどが有力な検討対象である。FMC、PTV、NGN、LLU などに
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